
議運終了後6 10年 月 日

結　果

　1　中間報告について

左記のとおり

委員全員に了承された。また、文言の軽微な修正等については、正副委員長

に一任された。

　中間報告の確認をし、今後も調査活動を続けていく必要があるということで、

水 質 調 査 特 別 委 員 会 審 査 結 果

( 火 )令和 7☆

☆

開 催 日 時

会 議 室 第１委員会室

 ☆　審 査 事 項

　２　その他 な　し


